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五
月
一
五
日
、
安
倍
首
相
の
私

的
諮
問
機
関
で
あ
る
安
保
法
制
懇

（
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構

築
に
関
す
る
懇
談
会
）
が
、「
集
団

的
自
衛
権
の
行
使
や
国
連
の
集
団

安
全
保
障
措
置
に
お
け
る
武
力
行

使
な
ど
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
る
」

と
い
う
内
容
の
報
告
書
を
出
し
、

安
倍
首
相
は
、「
限
定
的
な
集
団
的

自
衛
権
の
行

使
を
研
究
し

た
い
」
と
発

表
し
ま
し
た
。 

 

集
団
的

自
衛
権
の

行
使
と
は 

 

「
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
」
と
は
、
日
本
が

攻
撃
さ
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
他

国
で
戦
争
が
起
こ
っ
た
ら
、
一
方

に
加
担
し
て
日
本
が
武
力
行
使
す

る
こ
と
で
す
。 

 

憲
法
９
条
は
、「
戦
争
と
、
武
力

に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し

て
は
、永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」

と
定
め
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
歴

代
の
内
閣
は
、「
集
団
的
自
衛
権
の

行
使
は
、
憲
法
上
許
さ
れ
て
い
な

い
」
と
し
て
き
ま
し
た
。
安
倍
首

相
は
、
こ
れ
を
く
つ
が
え
し
、
日

本
を 

“
戦
争
す
る
国 

”
に
変
え

て
し
ま
お
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

日
本
が
武
力
で
支
援
す
る
相
手

国
は
、「
日
本
と

密
接
な
関
係
に

あ
る
国
」
と
さ

れ
て
い
ま
す
。 

安
倍
首
相
は
し

き
り
に
、「
米
艦

や
米
国
が
攻
撃

さ
れ
て
も
日
本

が
何
も
で
き
な
け
れ
ば
、
日
米
同

盟
が
崩
れ
る
」
と
言
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、 

“
密
接
な
関
係
に
あ

る
国 

”
と
い
う
の
は
、
米
国
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
も
中
東
諸
国
も
、
場
合
に
よ

っ
て
は
ア
フ
リ
カ
諸
国
で
も
、
内

閣
が
「
日
本
と
密
接
な
関
係
が
あ

福脊連ホームページアドレス www .normanet.ne.jp/~ww101926/ 
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４
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憲
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２
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会
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る
」
と
言
い
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ

ら
の
国
の
武
力
紛
争
に
日
本
が
参

戦
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

第
２
次
大
戦
後
の
戦
争
や
武
力

介
入
の
多
く
は
、
米
ソ
英
仏
な
ど

の
大
国
が
、 

“
集
団
的
自
衛
権
の

行
使 

”と
称
し
て
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
も
ア
フ
ガ

ン
戦
争
も
、
湾
岸
危
機
も
、
中
東

諸
国
の
紛
争
へ
の
武
力
介
入
も
、

そ
の
名
目
で
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

“
日
本
も
、
地
球
の
裏
側
で
も

武
力
行
使
で
き
る
大
国
に
な
り
た

い 

”
―
安
倍
首
相
や
外
務
・
防
衛

省
の
中
枢
は
、
そ
ん
な
野
望
を
長

く
抱
い
て
き
た
の
で
す
が
、
安
倍

政
権
の
登
場
で
チ
ャ
ン
ス
到
来
と

勢
い
込
ん
で
い
る
の
で
す
。 

 

け
れ
ど
も
、
武
力
行
使
と
は
、

他
国
の
兵
士
や
市
民
を
殺
す
こ
と

で
あ
り
、
自
衛
隊
員
も
殺
さ
れ
る

と
い
う
流
血
を
意
味
し
ま
す
。
ア

フ
ガ
ン
戦
争
で
も
イ
ラ
ク
戦
争
で

も
、
罪
の
な
い
十
数
万
人
の
住
民

が
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。
武
力
で

平
和
は
つ
く
れ
な
い
―
―
そ
れ
が

憲
法
９
条
の
精
神
の
は
ず
で
す
。 

  

「
限
定
的
」
な
ら
い
い
？ 

 

安
倍
首
相
と
安
保
法
制
懇
は
当

初
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
で
あ

れ
、
国
連
の
武
力
制
裁
で
あ
れ
、

日
本
の
参
加
は
、 

“
憲
法
上
許
さ

れ
る 

”
と
解
釈
を
変
え
れ
ば
、
そ

れ
で
通
る
と
考
え
て
き
ま
し
た
。 

 
し
か
し
、
憲
法
学
者
だ
け
で
な

く
、
各
界
の
多
く
の
人
が
反
対
を

表
明
し
、
元
内
閣
法
制
局
長
官
や

自
民
党
議
員
、
改
憲
派
の
学
者
、

元
防
衛
省
高
官
、
大
半
の
マ
ス
コ

ミ
か
ら
も
異
議
が
噴
出
し
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
連
立
与
党
の
公

明
党
と
そ
の
支
持
母
体
の
創
価
学

会
か
ら
も
、
長
年
定
着
し
て
き
た

憲
法
解
釈
を
内
閣
の
一
存
で
変
え

る
こ
と
に
異
論
が
出
て
い
ま
す
。 

 

首
相
や
国
会
議
員
、
天
皇
す
ら

し
ば
る
憲
法
を
勝
手
な
解
釈
変
更

で
空
文
化
す
る
こ
と
は
、「
立
憲
主

義
」
と
い
う
民
主
主
義
の
根
本
の

否
定
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で

安
倍
首
相
は
、 

“
全
面
的
・
無
制

限 

”
の
武
力
行
使
は
し
な
い
が
、 

“
限
定
的 

”
な
ら
い
い
の
で
は
、

と
い
う
形
で
反
対
論
を
押
し
切
ろ

う
と
し
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

い
っ
た
ん
海
外
で
の
武
力
行
使
が 

“
合
憲 

”
と
さ
れ
た
ら
、
初
め
は 

“
限
定
的 

”
で
も
、
次
に
は
拡
大

さ
れ
、歯
止
め
は
な
く
な
り
ま
す
。

安
保
法
制
懇
の
報
告
書
に
は
、
武

力
行
使
で
き
る
事
例
は
こ
れ
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
と
書
か
れ
て
お

り
、メ
ン
バ
ー
の
岡
崎
久
彦
氏（
元

外
務
省
高
官
）は
、「
無
限
に
あ
る
」

と
断
言
し
て
い
る
の
で
す
。
安
倍

首
相
は
、「
日
本
近
海
の
公
海
で
米

艦
が
攻
撃
さ
れ
た
と
き
防
護
」
と

か
、「
日
本
人
避
難
者
を
載
せ
た
米

艦
を
防
護
」
と
か
、「
ミ
サ
イ
ル
が

米
国
に
向
か
う
か
も
し
れ
な
い
と

き
」
な
ど
の
事
例
を
繰
り
返
し
て

い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
軍
事
専
門
家
は
、
有

事
に
攻
撃
を
受
け
る
米
艦
の
近
く

に
自
衛
艦
が
い
る
こ
と
は
常
識
的

に
な
い
。
日
本
政
府
が
救
援
船
を

出
さ
な
い
の
に
、
米
艦
が
他
国
の

避
難
民
を
載
せ
る
と
い
う
の
は
考

え
ら
れ
な
い
。
米
国
に
向
か
う
ミ

サ
イ
ル
は
日
本
上
空
を
飛
ば
な
い

の
で
撃
墜
で
き
な
い
。
ハ
ワ
イ
や

グ
ア
ム
に
向
か
う
な
ら
、
も
っ
と

近
い
在
日
米
軍
基
地
が
先
に
攻
撃

さ
れ
る
は
ず
な
ど
、
首
相
の 

“
事

例 

”
は
非
現
実
的
な
事
だ
と
、
批

判
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
、 

“
安
倍
流
オ
レ
オ
レ
詐
欺 

”で
す
。 

 

武
力
行
使
の
口
実
に
国
連
も
安

倍
首
相
は
、「
集
団
的
自
衛
権
」
だ

け
で
な
く
、「
国
連
の
集
団
安
全
保

障
措
置
」
で
も
日
本
が
武
力
行
使

で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
多
国
籍
軍

の
後
方
支
援
（
武
器
弾
薬
や
兵
員

の
輸
送
、
通
信
や
医
療
の
提
供
な

ど
）
や
、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
で
の
他
国
部
隊

へ
の
「
駆
け
つ
け
警
護
」、
在
外
日

本
人
の
救
出
作
戦
（
す
で
に
輸
送

は
で
き
る
法
律
は
あ
る
）、相
手
国
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政
府
に
代
わ
っ
て
「
治
安
維
持
」

ま
で
自
衛
隊
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
、
な
ど
で
す
。
ど
れ
も
、
自
衛

隊
は
戦
闘
の
当
事
者
に
な
り
、
殺

し
殺
さ
れ
る
場
に
立
つ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
平
和
憲
法
を
持
つ
日
本

は
、
そ
の
特
色
を
生
か
し
て
、
非

軍
事
の
国
際
協
力
（
紛
争
の
平
和

解
決
、
難
民
の
支
援
、
貧
困
や
抑

圧
、
格
差
か
ら
民
衆
が
脱
す
る
た

め
の
支
援
な
ど
）
を
進
め
る
こ
と

を
世
界
は
期
待
し
て
お
り
、
そ
れ

こ
そ
が
本
来
の
「
積
極
的
平
和
主

義
」な
の
で
す（
安
倍
首
相
の 

“
積

極
的
平
和
主
義 

”
は
、
同
じ
言
葉

で
意
味
は
ま
っ
た
く
逆
）。 

 

市
民
の
声
と
行
動
が
力 

 

東
京
で
は
、
１
３
２
の
市
民
団

体
が
「
解
釈
で
憲
法
９
条
を
壊
す

な
！
実
行
委
員
会
」
を
つ
く
り
、

ま
た
数
百
人
の
学
者
や
文
化
人
が

「
戦
争
を
さ
せ
な
い
１
０
０
０
人

委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
、
大
規
模

な
集
会
や
国
会
包
囲
な
ど
の
行
動

を
重
ね
て
い
ま
す
。
圧
倒
的
な
世

論
が
広
が
れ
ば
、
政
府
も
国
会
も

政
党
も
暴
走
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 

市
民
の
声
と
行
動
こ
そ
、
戦
争

を
さ
せ
な
い
力
で
す
。 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

感
想
・
・
安
倍
政
権
の
暴
走
は
、

「
国
民
生
命
と
財
産
を
守
る
」
と

い
う
感
情
的
導
入
（
誘
導
）
で
、

「
政
権
の
責
務
と
す
る
」
と
の
強

調
は
、
一
方
「
愛
国
心
（
美
し
い

国
）」を
駆
り
立
て
る
個
人
的
な
思

い
で
あ
り
、
歴
史
的
な
反
省
の
な

い
主
張
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
追
従
す
る
政
治
家
、
軍

事
産
業
化
を
も
く
ろ
む
徒
、
軍
事

力
で
「
対
等
」
に
な
る
こ
と
。
つ

ま
り
、
抑
止
力
を
備
え
る
事
が
国

を
守
る
「
正
義
」
で
あ
る
と
い
う

が
、
戦
争
に
「
正
義
」
は
肯
定
さ

れ
な
い
。「
死
の
商
人
」
が
台
動
す

る
の
み
。
軍
事
力
で
は
、
何
も
解

決
で
き
な
い
。 

 

あ
る
の
は
、
人
間
存
在
の
放
棄

で
あ
る
。 

 
 

 
 

（
し
ん
） 

福
脊
連
役
員
会
報
告 

日
時 

平
成
２６

年
４
月
１２

日

（
土
） 

場
所 

福
祉
プ
ラ
ザ
４
階
応
接
室 

出
席
者 

織
田
・
坂
本
・
白
川
・

堤
・
辻
・
久
保
・
東
・
中
村
・
菅

原
・
藤
田 

１０
名 

 

 

議
題 

一
、
各
支
部
総
会
報
告
・
活
動
報

告
・
相
談
活
動
に
つ
い
て 

 

二
、 

北
九
州
支
部 

１
・
総
会
報
告 

参
加
数 

４
名 

２
・
相
談
活
動 

会
員
訪
問
を
ひ

っ
く
る
め
て
や
る
。
相
談
会
、
会

場
未
定 

３
・
地
域
活
動 

作
業
療
法
士
部

会
で
Ｐ
Ｒ 

チ
ラ
シ
１
０
０
枚
配

布
、
イ
オ
ン
幸
せ
黄
色
レ
シ
ー
ト

キ
ャ
ン
ペ
ン
に
参
加
。 

福
岡
支
部 

１
・
総
会
報
告 
参
加
数 

６
名 

２
・
相
談
活
動 

７
月
・
１１
月
に

実
施 

３
・
地
域
活
動 

福
岡
市
に
差
別

禁
止
条
例
を
つ
く
る
会
に
お
け
る

研
修
会
・
学
習
会
に
参
加
。 

福
岡
市
バ
リ
ア
フ
リ
ー
協
議
会

に
参
画
、
活
動
の
位
置
付
け
と
な

る
。 

筑
後
支
部 

１
・
総
会
報
告 

参
加
数 

５
名 

２
・
相
談
活
動 

６
月
・
１１
月
に

実
施 

３
・
地
域
活
動 

会
員
の
相
談
・

家
庭
訪
問
を
主
体
と
し
て
活
動
す

る
。 

事
務
局
報
告 

今
日
現
在
の
会
員
数 

会
員
８７
名 

賛
助
Ｂ
４
名
、 

賛
助
Ｃ
４０
名
、
合
計
１
３
１
名 

 

三
、
全
国
総
会 

第
１３
回
総
会
神
奈
川
大
会 

に
つ
い
て 

① 

公
益
社
団
法
人
移
行
後
の
対

応
（
９６
回
理
事
会
議
事
録
参
照
）
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４５
周
年
記
念
日 

４５
年
前
の
そ
の
日
も
、
雲
一
つ

な
い
良
い
天
気
だ
っ
た
。 

祝
う
べ
き
日
な
の
か
、
悔
や
む

べ
き
日
な
の
か
。 

瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
４５
年
生
き
て
来
た
こ

と
に
感
謝
し
祝
う
べ
き
か
、
車
椅

子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
出
来

事
を
悔
や
む
べ
き
日
な
の
か
？ 

と
り
あ
え
ず
は
、
生
き
な
が
ら

え
て
き
た
こ
と
を
喜
ぼ
う
。 

４５
年
前
の
そ
の
日
も
、
五
月
晴

れ
の
良
い
天
気
だ
っ
た
。 

近
辺
で
は
、
田
川
の
川
渡
り
神

幸
祭
が
有
名
だ
が
、
犀
川
神
幸
祭

も
引
け
を
取
ら
な
い
。 

高
さ
２０
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
が
４

ト
ン
近
く
に
も
な
る
巨
大
な
山
笠
。 

こ
れ
を
担
ぎ
、「
上
」
と
「
下
」

を
移
動
す
る
迫
力
の
お
祭
り
で
、

福
岡
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も

指
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

島
根
の
大
学
に
通
っ
て
い
た
が
、

折
し
も
大
学
紛
争
の
最
中
で
、
授

業
は
休
講
に
な
っ
て
い
た
。
授
業

が
再
開
さ
れ
る
目
途
も
立
っ
て
お

ら
ず
、
帰
省
し
て
友
人
と
祭
り
見

物
を
し
て
い
た
。
地
元
で
あ
り
な

が
ら
参
加
（
担
ぐ
）
し
た
こ
と
が

な
く
、
初
め
て
担
ぎ
棒
を
肩
に
し

た
。
気
合
を
入
れ
て
、
し
っ
か
り

肩
を
担
ぎ
棒
の
下
に
入
れ
た
。
隣

に
い
た
お
じ
さ
ん
か
ら
「
そ
ん
な

に
肩
を
入
れ
た
ら

だ
め
だ
」
と
言
わ

れ
た
が
、
何
の
こ

と
か
わ
か
ら
ず
そ

の
ま
ま
担
い
で
い

た
。
山
笠
を
抱
え

上
げ
る
た
め
に
掛

け
声
が
か
か
っ
た

時
、
ボ
キ
ッ
と
い

う
音
が
し
て
地
面
に
倒
れ
こ
ん
で

し
ま
っ
た
が
、
何
が
起
こ
っ
た
の

か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
ま
ま
、
祖

母
の
家
の
玄
関
先
に
抱
え
ら
れ
て

い
っ
た
。
ジ
ン
ジ
ン
と
し
た
感
覚

は
あ
っ
た
が
、
出
血
し
て
い
る
わ

け
で
も
な
く
、
ま
っ
た
く
何
が
何

だ
か
、
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

い
と
こ
の
車
で
、
行
橋
市
内
の

病
院
へ
運
ば
れ
た
が
、
手
に
お
え

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
す
ぐ
さ
ま

救
急
車
で
国
立
病
院
へ
。 

 

脊
椎
骨
折
で
あ
っ
た
。 

亀
の
よ
う
に
胴
体
を
石
膏
で
固
め

ら
れ
、
ベ
ッ
ド
の
上
で
の
生
活
が

続
い
た
。
何
と
な
く
は
感
じ
て
い

た
が
、
二
度
と

自
分
の
足
で
立

つ
こ
と
は
な
か

っ
た
。 

 

高
校
時
代
の

後
輩
に
松
葉
づ

え
で
通
っ
て
い

た
、
Ｍ
君
が
い

た
。
軽
自
動
車

を
改
造
し
、（
当
時
は
軽
自
動
車
の

免
許
が
取
れ
て
い
た
）
自
分
で
通

っ
て
い
た
。
同
郷
だ
っ
た
の
で
、

一
度
乗
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
不
自
由
を
感
じ
さ
せ
な
い
、

行
動
力
を
そ
の
時
に
見
て
い
た
。 

彼
も
脊
損
だ
っ
た
。 

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
か
、

ノ
ー
天
気
な
の
か
、
歩
け
な
い
と

医
者
か
ら
告
げ
ら
れ
て
も
、
絶
望

感
は
な
か
っ
た
。
リ
ハ
ビ
リ
を
す

る
な
ら
労
災
病
院
で
、
と
い
う
こ

と
で
九
州
労
災
病
院
へ
転
院
し
た
。 

私
傷
で
の
労
災
病
院
へ
の
転
院

は
、
難
し
か
っ
た
が
幸
い
に
も
、

労
災
リ
ハ
ビ
リ
作
業
所
が
各
地
に

で
き
、
入
所
し
て
い
っ
た
の
で
ベ

ッ
ド
が
空
き
、
入
院
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
国
立
病
院
で
は
、
脊
損

患
者
は
１
人
だ
っ
た
が
労
災
病
院

は
１
病
棟
全
員
が
、
脊
損
患
者
だ

っ
た
。
理
学
療
法
士
に
よ
る
、
リ

ハ
ビ
リ
の
時
間
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

周
り
に
い
る
先
輩
た
ち
と
一
緒
に

過
ご
し
、
生
活
す
る
こ
と
で
鍛
え

ら
れ
た
。運
動
音
痴
だ
っ
た
私
が
、

座
高
の
高
さ
に
助
け
ら
れ
車
椅
子

バ
ス
ケ
で
海
外
ま
で
行
き
、
選
手

生
活
を
楽
し
ん
だ
。
何
が
幸
い
す

る
か
わ
か
ら
な
い
。 

 
 

北
九
州
支
部 

白
川
長
廣 
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編
集
後
記 

 

 

５
月
後
半
は
、
例
年
に
な
く
日

中
の
気
温
が
高
い
。
体
が
な
れ
て

な
い
と
の
事
で
、
熱
中
症
の
ニ
ュ

ー
ス
を
よ
く
聞
き
ま
す
。（
坂
本
） 

《 今月の時事 》 

 『犠牲のシステム 福島と沖縄』高橋哲也著（集英社新書）で提起されていることを紹

介する。『犠牲のシステムでは、或る者（たち）の利益が、他のもの（たち）の生活（生

命、健康、日常、財産、尊厳、希望等々）を犠牲にして生み出され、維持される。 

 犠牲にする者の利益は、犠牲にされるものの犠牲なしには生み出されないし、維持され

ない。この犠牲は、通常、隠されているか、共同体（国家、国民、社会、起業等々）に取

っての『貴い犠牲』として美化され、正当化されている』27Ｐ。『過疎地の原発から電力

を享受してきた都市部の人間にも責任がある。と私が述べるときの責任とは、それとは別

のものだ。「原子力ムラ」の人々が負う第一義的責任と、都市部の一般の人間の責任とは、

異質なものとして区別しなければならない。だからこそ、デンマークの陸軍大将フリッツ・

ホルムが提唱したという「戦争絶滅受合法案」を引き合いに出したのである。ホルムの「法

案」はこういうものだった。『戦争が開始されたら１０時間以内に、次の順序で最前線に

一兵卒として送りこまれる。第一、国家元首。第二、その男性親族。第三、総理大臣、国

務大臣、各省の次官。第四、国会議員、ただし戦争に反対した議員は除く。第五、戦争に

反対しなかった宗教界の指導者」。ここに示されているのは、責任には権限や生い立ちに

応じて軽重があり、またその人が何をしてきたのか（戦争に反対したか、反対しなかった

か）などに応じて違いがあるということだ。』99Ｐ。「だれが犠牲になるのか。だれを犠

牲にするのか。それを決める権利をだれがもっているのか。はたして私たちは、国家・国

民共同体を維持するために、自分を犠牲になるべき側に組み込んでもいいということを、

国家偽政者に認めたことがあるだろうか。」214Ｐ。私は認めていない。富国強兵の時代

のように、非国民・穀潰しと罵られようと、反戦を貫く考えは変わらない。まだ、蝉の声

は聞かぬ初夏・・・・（しん） 
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